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研究成果の概要（和文）：本研究は、刑法において問題となる「自由」の概念とその機能を明らかにすることを目的と
する。「自由」の概念は、刑法理論上、犯罪成立が問われる場面において、一方では、犯罪行為者の「責任」、他方で
は、自由に対する罪における「保護法益」の内実をなす概念として登場する。本研究は、第一に、哲学上の自由意志論
争を参照しながら、刑事責任を阻却する「不自由」（免責）の本質について考え、それが「日常的自由」（行動の自由
、意思決定の自由）の否定を基礎づける各種事由の集合であるとの仮説モデルを得た。第二に、自由に対する罪の裁判
例を調査し、上記モデルが、自由に対する罪の成立範囲の分析において有効性を持つことを確認した。

研究成果の概要（英文）：The aim of this research is to examine the meaning and role of the concept of 
“freedom” (voluntariness) in criminal law, that is requisite for criminal responsibility of an offender 
on the one hand (“freedom of the offender”), and supposed to be the object of the violation of the 
offences such as compulsion (the offences that violate “the freedom of the victim”) on the other. I 
concluded that,in criminal law, the freedom of a person means no more than the absence of physical and 
mental conditions that make impossible the ascription of a conduct to him. I analyzed precedents about 
offences such as compulsion, forcible indecency, obstructing performance of public duty, and so on, and 
found that my concept of “freedom”has validity as a tool to analyze and clarify the nature of those 
offences.

研究分野： 刑法

キーワード： 自由に対する罪　刑事責任と自由意志　強制
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１．研究開始当初の背景 
(1) 本研究を開始した動機は、刑法（犯罪
論）において問題とされる「自由」あるいは
「帰属」の観念の内実を理論的に分析する必
要性が感じられたことである（具体的には以
下の通りである）。 
(2) 第一に、犯罪論においては、行為者の
犯罪成立要件である「（広義の）責任」の本
質は「自由＝他行為可能性」にある、と解す
るのが現在の通説的な理解であり、（広義の）
責任の各種要件（行為能力、故意〔および過
失〕、適法行為の期待可能性、違法性の意識
〔の可能性〕、責任能力、等）は、「自由＝他
行為可能性」（すなわち「当該出来事が当人
の自由な行動・意思決定の所産として当人に
帰属されること」）という上位概念の下に整
理され得るものと考えられている。しかし、
そこにいう「自由＝他行為可能性」概念の内
実は明確にされておらず、また近年、（法）
哲学分野から、（刑事）責任の前提として「自
由＝他行為可能性」は必要でない、とする異
論が提起されるに至っている（後掲・引用文
献①②等）。 
(3) 第二に、被害者に一定の行動・行為を
強制する各種犯罪（強要罪をはじめとする強
要犯罪）に目を転ずると、その保護法益は被
害者側の「行動の自由」・「意思決定の自由」
であると解するのが通説的な理解であるが、
これらの強要犯罪がこのように被害者側の
「自由」を侵害する点にその本質を有するの
だとすれば、強要犯罪が成立するのは、行為
者側の行為によって被害者側の行動・行為に
「自由＝他行為可能性」が欠ける（すなわち、
被害者の行動が被害者自身の自由な行動・意
思決定の所産として被害者に帰属されない）
場合である、との見通しが成り立つ。もっと
も、このように「自由」概念の分析に基づい
た強要犯罪の理論的研究は、日本の刑法学説
上、必ずしも十分に行われていない。 
(4) そこで本研究は、「刑法上の自由」とい
う研究主題の下、次の３つ（①②③）を研究
対象として設定した。①（刑法上の）責任の
本質とされる「自由＝他行為可能性」概念の
分析、②各種の強要犯罪において、それぞれ
の犯罪の成立が認められている範囲の分析
（関連する裁判例及び学説の分析）、③強要
犯罪の中核をなしている「強制」の本質、及
び「強制」と「自由」との概念的・理論的関
係の分析、である。 
 
２．研究の目的 
(1) 本研究が上記１(4)で示した①②③の
問題領域を対象として研究を開始した目的
は、具体的に述べると以下の通りである。 
(2) 問題領域①に関して。 
 犯罪成立要件としての「責任」の本質とさ
れる「自由＝他行為可能性」の意味内容を、
可能な限り明らかにする。特に、刑事責任の
前提として「自由＝他行為可能性」は必要で
ないとする近時の異論の理論的意義を見定

めるため、哲学上の議論を参照し、刑事責任
の前提として要請されている「自由」と、哲
学上「決定論」との両立可能性が議論されて
いる「自由」との概念的異同を明らかにする。
それを通じて、哲学的「自由」概念と、刑法
的「自由」概念との理論的関係性（両者の接
合可能性の有無）に関して、基本的な知見を
得る（課題①‐１）。 
また、裁判例においては、後に行うことを

予定している行為について、その最終的意思
決定を行った時点で行為者に完全責任能力
が認められれば、後で実際にその行為に出た
時点において行為者が心神喪失・心神耗弱の
状態に陥っていたとしても、行為者に完全な
故意責任を問うことができるという「原因に
おいて自由な行為」の理論構成（所謂「責任
モデル」）が見出される。しかし、このよう
な構成を採り得ることの理論的根拠（正統性、
理論的な射程範囲）は明らかにされていない
のが現状である。そこで、このような責任帰
属形態の理論的な根拠についても、「責任」・
「自由」の本質にまで遡った検討が必要であ
ると考える（課題①‐２）。 
(3) 問題領域②に関して。 
 本研究は、強要犯罪（自由に対する罪）の
成立範囲を分析する道具として、下記の【表】
の事例分類を採用する（これは、筆者が本研
究以前に、ドイツの刑法学説上主張されてい
る「行為帰属」と「責任帰属」の区別論に倣
って図式化したものを利用している）。外的
行動の人への帰属が否定される場合には、当
該行動がおよそ当人の「行為」として帰属さ
れない場合（行為帰属阻却 : Ⅰ行為無能力、
Ⅱ事実不認識）と、当該行動が人の「行為」
と観念されるが、当該動作を選択する「意思
決定」の自由が当人に欠けていた場合（狭義
の責任帰属阻却 : Ⅲ心理的緊急状況、Ⅳ重要
な動機づけ事実の不認識、Ⅴ判断無能力）が
ある。更に、被害者の外的行動にこれらの帰
属阻却事由（＝「不自由」）が認められる場
合としては、強制者（行為者）側がその不自
由を積極的に作出した場合と（Ａ類型）、行
為者は被害者に既に発生していた不自由を
利用したに止まる場合（Ｂ類型）とがある。 

【表】 

    行為形態 

被害者 

強制の 錯誤の 

作出 利用 作出 利用 

行為帰属不能 

(行動の不自由) 
ⅠA ⅠB ⅡA ⅡB 

責任帰属不能 

(意思決定の 

不自由) 

ⅢA ⅢB ⅣA ⅣB 

ⅤA ⅤB ⅤA ⅤB 

本研究では（筆者が本研究以前に行った強
要罪、逮捕監禁罪、強姦罪に関する裁判例の



分析に続けて）、 (準)強制わいせつ罪、財
産犯における占有移転罪(窃盗罪・強盗罪・
詐欺罪・恐喝罪)、公務執行妨害罪・職務強
要罪等を「自由に対する罪」の性格を併せ持
つ犯罪と見て、規定及び裁判例に見られるこ
れらの犯罪の成立範囲（これらの犯罪におい
て、上記【表】中のどの事例類型において犯
罪成立が認められているか）を分析する（課
題②）。 
(4) 問題領域③について。 
 上記の課題②における作業仮説は、強要犯
罪が成立する場合に被害者が侵害されてい
る「自由」の内実とは、「問題の外的行動が
自分自身の所産として帰属される」というこ
とを基礎づけるための各種要件の集合体で
ある、という考え方である。このような見方
が成り立つならば、「自由に対する罪」とは、
被害者の外的行動が、被害者自身の所産とし
て帰属されないような形で実現されるとい
う事態を犯罪類型化したものである、という
理解が可能になる。本研究は、このような仮
説の（少なくとも部分的な）成立可能性を検
証するため、以下の二つの点に関する検討を
試みる。 
第一に、このような理解を基にする場合、

所謂「物理的強制」（【表】のⅠＡ類型）も、
被害者の自由の侵害として強要犯罪の本質
を備えることになる。しかし、強要犯罪の一
般規定である強要罪に関する限り、日本の判
例は（条文解釈上は処罰も不可能ではない
が）目下ⅠＡ類型の処罰を認めていない。ま
た理論的にも、物理的強制の一般的な犯罪化
は、被害者が単に何らかの侵害結果を（物理
的に）被ったに止まるという場合に広く強要
罪が（同時）成立することを認める、という
解釈論に至る可能性がある。そこで、この「物
理的強制」（ⅠＡ）類型を強要罪規定によっ
て一般的に犯罪化すべきかにつき、他の類型
（「心理的強制類型」等）とは別途の検討が
必要になる（課題③‐１）。 
 第二に、強要犯罪が、上述のように「行為
者の強制という手段による、被害者への外的
行動の帰属阻害」という「一般的性格」を共
有しているとすれば、それでは何故、各種の
強要犯罪ごとに、その成立範囲（条文の規定
形式・内容による犯罪化の範囲、裁判例にお
ける犯罪成立の範囲）に違いが生じてくるの
か、という点が問題となる。このような種差
が生じることの原理的・理論的な説明が求め
られる（課題③‐２）。 
 
３．研究の方法 
(1) 以上で示した課題について検討を加え
るため、本研究では、次のような方法を用い
た。 
(2) 課題①‐１との関係では、哲学分野に
おける「自由意志」（及び責任）と「決定論」
との両立可能性に関する議論（「自由＝他行
為可能性」を責任の前提として要求した場合

の、責任の存立可能性に関する議論）につい
て、可能かつ必要な限度で参照を試みた（非
両立論＝責任の存立可能性肯定論、非両立論
＝責任の存立可能性否定論、両立論＝責任の
存立可能性肯定論の各種陣営の代表的主張
として、後掲・引用文献③④⑤⑥等を参照）。 
(2) 課題①‐２との関係では、原因におい
て自由な行為の理論（責任モデル）を原理
的・理論的に基礎づけ得るような自由＝責任
のモデルを模索した。具体的には、第一に、
原因において自由な行為の理論の適用如何
が問題とされている日本・ドイツの裁判例に
見られる論理、それに関する刑法学説の説明
等を分析し、第二に、哲学分野において主張
されている自由＝責任の各種モデルのうち、
原因において自由な行為の理論を基礎づけ
得るようなものがあるかを、可能な範囲で探
った。 
(3) 課題②との関係では、（準）強制わいせ
つ罪、公務執行妨害罪・職務強要罪の日本の
裁判例を網羅的に分析・検討し、これらの犯
罪の成立範囲が、上記の【表】において採用
した事例分類を通じて適切に整理・分析され
るかを検証した。なお、現在進められている
性犯罪規定に関する刑法改正に向けた議論
の内容も、審議会等の議事録等において適宜
参照した。また、財産犯に関しては、特に、
強盗罪と恐喝罪との区別が現状においてど
のようになされているかについて、日本の裁
判例を分析・検討した。 
(4) 課題③‐１との関係では、強要罪によ
るⅠＡ類型の処罰をめぐって、判例（処罰肯
定）と、学説上の激しい議論が見られるドイ
ツ刑法に関して、最近の議論状況を確認・参
照した（この点に関する最近の専門論文とし
て後掲・引用文献⑦⑧等）。 
(5) 課題③‐２との関係では、上記(3)の裁
判例に見られた、各種犯罪における処罰範囲
の異同を分析の基礎に置いたほか、「強制」
に関する（法・政治）哲学分野の文献を参照
し（代表的なものとして後掲・引用文献⑨⑩
⑪⑫等）、「強制」の本質をめぐるそれらの原
理的な説明に示唆を求めた。 
 
４．研究成果 
 以上の研究方法により得られた目下の成
果・結論は、以下の通りである。 
(1) 課題①‐１について。 
 哲学上の「自由意志」（及び責任）と「決
定論」との両立可能性（責任の存立可能性）
をめぐる議論においては、（Ａ）両者の両立
可能性を否定した上で、（Ａ‐１）自由意志
（及び責任）の存立可能性を基礎づけようと
する立場（自由意志論）、（Ａ‐２）自由意志
（及び責任）の存立可能性を否定する立場、
（Ｂ）両者の両立可能性を肯定し、責任の存
立可能性を肯定する立場（両立論）、等が認
められる。しかし、この哲学上の両立論／非
両立論論争において問題とされる「自由意
志」（特にＡ‐１が主張する概念）は、「自ら



が持つ意図の終局的な起源となる力」（決定
論的世界の外に出ることができて初めて、自
分がそのような力を持っているか否かを確
認することができるような力）と定義される
ものであり、刑法的責任が問題とする「日常
的自由」（決定論的世界の内部にいる者がそ
の享受を自覚している限りでの自由）とは議
論の次元・土俵を異にしている。非両立論
（Ａ）の文献においては、人の日常的自由を
阻害する効果を持つことが（日常的・科学的
に）立証されるレベルの事情（洗脳等）と、
その阻害効果を立証できない（原理上前提と
することができるというに止まる）レベルの
事情（先行諸事情と自然法則とによる完全決
定論）とを（故意に）混交させて議論を展開
している点が随所に確認される。 
他方、両立論（Ｂ）（または「自由意志＝

他決意可能性」を必要としない「責任」の観
念）を支持する文献は、行為者に「他決意可
能性」の存在がない場合でも、当人に責任を
問うことが直観的に認められる場合がある
（従って、他決意可能性は責任の必要条件で
はない）との主張を展開する。しかし、そこ
で例示される事例（フランクファート型事
例）は、刑法上現実に問題となり得る種類の
事例ではなく（仮に現実に生じた場合には、
そもそもその直観的結論に刑法上争いが生
じ得る）、刑法上の「責任」の内実を考える
に際して参照価値が低いものと考えられる。 
本研究では、以上の限りで、刑法上の「責

任」（決定論的世界の内部における日常的自
由）を問題とすべき局面では、両立論／非両
立論論争において争点となっている「自由意
志」の存立可能性を問題にする必要はない
（すべきではない）、との暫定的結論を得た。 
(2) 課題①‐２について。 
 「原因において自由な行為」の理論（「責
任モデル」）を理論的に基礎づけるためのア
プローチとして、哲学分野に見られる次の二
つの論理につきその援用可能性を検討した。 
 第一に、自分のとった行動が、自分の行っ
た「高次の意思決定」（自分が何を行うか、
何を意思するか、に関する意思決定）に「一
義的に（自己の内部で分裂を生じることな
く）」合致していたという場合（その高次の
意思決定以外の事情を理由に当該行動がな
されたわけではないという場合）には、その
行動を当人に帰責することができる、という
アプローチ（後掲・引用文献⑨）の援用が考
えられる。すなわち、行為がなされた時点で
行為者に責任阻却・減少事由（心神喪失・心
神耗弱）が認められても、遂行された行為が、
行為者の（完全責任能力が存在する事前の時
点でなされた）意思決定に完全に合致してい
た場合（後に生じた心神喪失・心神耗弱状態
の発生が、当該行為の遂行には何ら障害・影
響をもたらしていない、と考えられる場合）
には、当該行為について行為者に責任を問い
得るという理論構成である。もっとも、この
理論構成に関しては、なぜ「高次の（事前の）

意思決定との合致」が当該行為の帰責を基礎
づけるのか、高次の意思決定それ自体に不自
由が認められた場合、更なる高次の意思決定
への遡行を（無限定に）認めることが許され
るのか、といった原理上の疑問点が認められ、
更に、心神喪失・心神耗弱状態に陥った原
因・落度が行為者自身にはないという場合で
あっても、行為者に完全な責任が認められる
ことになり得るという点で、犯罪成立範囲の
限定性に関して問題が生じる。 
 第二に、哲学分野で主張されている「通時
的コントロール」という責任非難の形式（後
掲・引用文献②）を援用して「原因において
自由な行為」の理論を基礎づけることができ
ないか、という点についても若干の考察を行
った。しかし、この種の（哲学上の）通時的
な帰責アプローチが目指しているのは、例え
ば（一例として後掲・引用文献③）、行為者
の内心における「自己形成意志（ＳＦＡ）」
の発生という過去の意思決定（これは、行為
者の「脳内神経ネットワークにおけるカオス
的過程」という身体的・因果的現象に対応し
ている）の存在によって、行為者が負う責任
（場合によっては、行為者が負うこと自体は
自明というべき責任）の存立可能性を説明す
る、という作業であり、刑法上問題となる「原
因において自由な行為」の諸事例における結
論の当否や、その種の事例において犯罪が成
立するための要件論を導く手がかりとはな
り得ないことが分かった。 
(3) 課題②について。 
 次に、各種の強要犯罪において、実際に犯
罪成立が認められている範囲の分析である
が、まず強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪
等（刑法 176 条、178 条、181 条）に関して
は、上記の【表】において示した事例類型の
うち、ⅠＡ類型（いわゆる「性的暴行」事例）、
ⅢＡ類型（暴行・脅迫による心理的強制の事
例）（以上、176 条前段への該当類型）、ⅣＡ
類型（治療行為を装うなど、当該行為の必要
性に関する事情につき欺罔がなされた場合）
（178 条 1 項への該当類型）、ⅤＢ類型（176
条後段への該当類型）において犯罪の成立が
肯定されている。他方、純粋にⅡＡ類型、Ⅰ
Ｂ類型、ⅢＢ類型、ⅣＢ類型に該当すると目
される事例について、本罪を肯定した裁判例
は見当たらないが、これらの事例類型に関し
ても、該当事例（及びその可罰性）を想像す
ることは不可能でない。 
 次に、公務執行妨害罪・職務強要罪（刑法
95 条）の裁判例の整理・分析も行ったが、そ
の分析結果から、本罪（の運用の現状）を、
公務員に対する強要犯罪としての性格を持
った犯罪として理解する、という理論的可能
性があることが確認された。本罪は、暴行・
脅迫の客体となった公務員が、公務執行・処
分等に関する行為・不作為を実際に強制され
たという結果（強要結果）の発生を要求して
いないが、「その危険性」（未遂結果）も含め
て犯罪化したものと捉えれば、以上のような



理解は十分可能である（本罪を、既遂・未遂
を含めた所謂「企行犯」として理解する方法）。
本罪のこのような理解を前提にすれば、「職
務執行」の時間的限界に関わる判例の結論
（これから行われる職務の直前・準備段階で
の本罪の成立可能性、逆に、職務の終了直後
の時点での本罪の成立不可能性）を説明する
ことができ、また、所謂「間接暴行」による
本罪の成立可能性（及び成立範囲）の理論的
説明も十分可能となるものと考えられる（心
理的強制〔の危険〕に達している場合にⅢＡ
類型への該当性を認めるか、または、物理的
な職務執行不能状態を惹起したと認められ
る場合にⅠＡ類型への該当性を認める、とい
う理論構成の可能性が基礎づけられる）。 
財産犯に関しては、被害者側の交付行為を

予定していない「盗取罪」と解されている強
盗罪（刑法 236 条）と、被害者側の交付行為
を予定している「交付罪」と解されている恐
喝罪（刑法 249 条）の成立範囲の区別に関し
て、裁判例に見られる現状の分析・確認を行
った。その結果、強盗罪の成立範囲は、被害
者側の占有移転行為（行為帰属）が否定され
る場合（ⅠＡ類型）に限定されるものではな
く、ⅢＡ類型のうち、被害者の生命・身体に
対する侵害発生の危険性が高い暴行（及び脅
迫）が加えられている事例において、その成
立が認められていることが分かった（強盗罪
と恐喝罪に関して、ⅠＡ=盗取類型とⅢＡ=交
付類型という事例構造の違いに基づいた成
立範囲のすみ分けは認められない）。 
(4) 課題③‐１について。 
 強要犯罪の一般規定である強要罪におい
てⅠＡ類型の処罰を認めるかという問題に
関しては、「座り込みデモ事件」に関する BGH
判例等を契機にドイツ刑法学において激し
い議論がある。直接的には、強要罪規定（ド
イツ刑法 240 条）における、被害者が「行為、
受忍、不作為」を強要されたという文言の解
釈が争点とされている。そこでは、（Ａ）同
条にいう「行為」「不作為」が被害者に認め
られるためには、被害者のとった外的行動に
つき、被害者自身に対する「行為帰属」が認
められることが必要である、と解する立場
（行為・不作為の概念について、それらが犯
罪成立要件において登場する場合と同じ内
容を要求する立場）と、（Ｂ）「行為」「不作
為」の概念は、それが犯罪成立要件（行為者
への帰属要件）に登場してくる場合と、それ
が「被害者が強制された行動」（強要犯罪の
構成要件要素）として捉えられる場合とで、
同じ内容を持たなければならないわけでは
ない、と解する立場がある。 
 後者（Ｂ）の立場（後掲・引用文献⑧等）
は、概念分析として見れば正当と言える主張
を伴っているが、しかし実践的帰結の面から
見ると、（Ｂ）の理解を徹底し、強要罪規定
によるⅠＡ類型の包括的処罰を認めること
は、強要罪の構成要件を極めて広汎かつ不定
形のものにするおそれがある。その限りで、

（Ａ）の立場に従い、ⅠＡ類型の処罰は（強
要罪の規定ではなく）、それを処罰する趣旨
の特別の規定が存在する場合に限定する、と
いう解釈論を支持することが、現状において
は妥当な行き方であると考えられる。 
(5) 課題③‐２について。 
 強要犯罪の各類型毎にその成立範囲（立
法・裁判例における処罰範囲）に種差が生じ
る根拠としては、次の二点が考えられる。 
第一に、強要犯罪においては、行為者側の

何らかの干渉（強制）によって、被害者自身
には（当人の所産として）帰属されないよう
な形で被害者の身体活動がなされるのであ
り、これが強要犯罪に共通する「基本構造」
であるが、それぞれの強要犯罪はそれぞれに
固有の「守備領域」をカバーするものであり
（例えば、強制わいせつ罪は「わいせつ」と
評価される領域の行動に関してだけ、占有移
転罪は「財物の占有移転」という行動に関し
てだけ、被害者の自由侵害を問題にする）、
それらの守備領域に固有の副次的保護法益
（性的自律、風俗、財産権）が観念される限
りで、その法益保護の種差や重要性の程度が、
各種犯罪類型における犯罪成立範囲の違い
を帰結している可能性が考えられる。 
第二に、「強制」に関する従来の概念分析

は、「強制」の本質的な構成要素として、（Ⅰ）
「被害者の自由・自律性侵害」という要素と
（Ⅱ）「行為者の干渉手段の不法性（悪質性）」
という二つの要素を析出している。（Ⅰ）は、
課題①～課題③‐Ⅰにおいて検討してきた
諸点に関わる「強制」の特徴であるが、これ
とは別個に（被害者への帰属の否定、という
側面とは別個独立に）、（Ⅱ）行為者の投入手
段の不法性、という要素を検討する必要があ
る（被害者側の自由侵害の程度に違いがなく
ても、行為者の投入手段の違いに応じて、「強
制」と認められるか否かが分かれる場合があ
る）。強要犯罪の類型毎に犯罪成立範囲が異
なるのは、それぞれの強要犯罪毎に、行為者
の用いる（それ自体同一の）強制手段が、被
害者との関係で「不法性（悪質性）」を帯び
たものと認められるか否かが異なってくる
からである、と考えられる。 
(6) 成果の位置づけ、及び今後の展望につ
いてのまとめ。 
 課題①‐１に関しては（あくまで暫定的結
論であるが）、哲学上の「自由意志」をめぐ
る議論と、刑事責任に関する議論との相互関
係性・接合可能性について、議論の共通前提
とに置くべき一定の「作業仮説」を得た（「両
者の議論は次元を異にする」との結論）。 
 課題①‐２に関しては、「原因において自
由な行為」の理論（「責任モデル」）の主張内
容の分析と、その理論的な基礎づけ可能性に
関して、従来の議論の到達点を超えて検討を
加えたつもりであるが、それでも、同理論の
理論的な基礎づけは未だ十分には見出され
なかった。今後、理論的な基礎付けの可能性
を更に探る必要があると同時に、別の理論構



成（所謂「例外モデル」）の展開可能性につ
いても検討を要するものと考える。 
課題②に関しては、「自由に対する罪＝被

害者への帰属を阻害する犯罪」という作業仮
説・事例分類の方法論に、「自由に対する罪」
全般に対する分析道具としての有効性があ
ることを確証し得たと考える。 
課題③‐１に関しては、ドイツにおける強

要罪をめぐる議論の現状と、現時点での到達
点を確認した。強要罪に関する判例、理論的
研究の盛んなドイツの議論は、強要罪の理論
的解明を試みるに際して参照価値が高いも
のと考える。 
課題③‐２に関する知見は、強要犯罪毎に

その立法論・解釈論を（「各論」的に）展開
するにあたって、その礎石となるものと考え
られる。各種強制犯罪の処罰範囲に種差が生
じる原因については、一定の暫定的知見を得
たが、その細部の究明、及び更なる理論的な
基礎づけは今後の課題である。 
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